


鳥取市では、中心市街地の遊休不動産（空き家・空き店舗）の
リノベーションにより再生を促進することで、

まち（エリア）の魅力を高める「リノベーションまちづくり」を進めています。

ご自身またはご近所の方で、遊休不動産の活用でお困りの方はいませんか？
建物の中に荷物が残っているから賃貸・売買ができない。

使わないと痛むから、誰かに使ってほしいけど、どうしたらいいかわからない。
鳥取市役所 各担当課 までご相談ください。

お問い合わせ・ご相談はこちらまで
鳥取市 都市整備部 まちなか未来創造課 TEL:0857-30-8331

中心市街地の空き家の利活用の促進と定住人口の増加を図るため、戸建て空き家を
居住用に改修する費用や店舗等に用途変更する際の費用の一部を支援します。

空き家の改修費用を支援します。

補助率：１/２ 補助上限額 ５０万円／戸

中心市街地の遊休不動産活用、リノベーションの推進、
地域のにぎわい及び景観の保全により地域を活性化させる観点から、
遊休不動産でのイベントの実施費用を支援します。

遊休不動産を活用したイベント実施費用を支援します。

補助率：２/３ 補助上限額 ２０万円／戸

中心市街地の空き家の「賃貸による利活用」を推進するため、空き家情報バンクに
「賃貸物件」として登録された物件を対象に、残置物処分費用を支援します。

空き家の残置物処分費用を支援します。

補助率：３/４ 補助上限額 ３０万円／戸

空き家を売りたい・貸したい方と買いたい・借りたい方をつなぐ仕組みです。
鳥取県宅地建物取引業協会と連携して運営しています。※物件は鳥取市全域が対象です。

「鳥取市空き家情報バンク」を設置しています。

▶不動産業者と媒介契約した物件が登録となり、情報発信されますので、安心の取引ができます。
▶全国版の空き家バンクにも掲載されるので、全国に情報発信できます。

鳥取市空き家情報バンクのお問い合わせはこちらまで
鳥取市 都市整備部 建築指導課 空家対策係

TEL:0857-30-8364

※活用にあたっては、中心市街地外から中心市街地内に転入するなど条件があります。


